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《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、経気管肺生検法による細胞診の算定は 1 回のみ認められ

る。 

 

○ 取扱いの根拠 

 細胞診は通知により、同一又は近接した部位より同時に数検体を採取し

て標本作成を行った場合であっても、1 回として算定する。 

したがって、経気管肺生検時に数検体を採取した場合であっても 1回のみ

算定が認められると整理した。 

 

 


